
東京学芸大学の創基は、1873 年の東京府小学教
則講習所の開設に遡ります。第一部は、新制大
学として東京学芸大学が発足するまでのおよそ
80 年間、東京の教員養成の中核を担った各師範
学校の歩みをたどります。

第一部

近代教育の出発と 
師範学校における教員養成
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明
治
五（
一
八
七
二
）年
の
「
学
制
」
の
公
布
を
契
機
に
、日
本
の
近
代
学
校
教
育
は
始
ま
り
ま
し
た
。

学
校
の
制
度
が
整
っ
た
と
し
て
も
、「
教
え
る
」
教
師
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
教
育
は
成
立
し
ま
せ

ん
。
明
治
政
府
は
、
国
家
レ
ベ
ル
で
教
師
の
養
成
の
た
め
の
教
育
機
関
を
設
置
す
る
一
方
、
東
京
府
な

ど
の
地
方
行
政
機
関
に
も
小
学
校
教
員
の
養
成
機
関
の
設
置
を
求
め
ま
し
た
。
東
京
府
が
一
八
七
三
年

に
内
幸
町
に
創
設
し
た
「
東
京
府
小
学
教
則
講
習
所
」
が
、
東
京
学
芸
大
学
の
源
流
に
な
り
ま
す
。

第
一
部
は
、こ
の
東
京
府
小
学
教
則
講
習
所
に
始
ま
っ
て
、明
治
か
ら
敗
戦
直
後
に
至
る
ま
で
の
間
、

東
京
に
お
け
る
小
学
校
教
員
の
養
成
を
中
心
的
に
担
っ
た
各
師
範
学
校
の
歩
み
を
た
ど
り
ま
す
。
中
等

教
育
機
関
に
準
じ
る
制
度
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
教
員
養
成
が
、
徐
々
に
そ
の
教
育
水
準
を
向
上
さ

せ
て
専
門
学
校
と
同
格
に
、
そ
し
て
戦
後
は
大
学
に
昇
格
す
る
過
程
を
解
き
明
か
し
ま
す
。
ま
た
、
ど

う
し
て
東
京
学
芸
大
学
が
小
金
井
市
に
あ
る
の
か
そ
の
秘
史
に
も
言
及
し
ま
す
。
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1
　
　
近
代
教
育
制
度
の
始
ま
り
と
師
範
学
校

教
員
養
成
は
、
近
代
教
育
を
支
え
る
基
本
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
教
育
の
営
み
は
近
代
以
前
か
ら
連
綿
と
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
日
本
の
近
世
で
は
、
藩
校
や
寺
子
屋
と

い
っ
た
教
育
機
関
で
教
育
が
提
供
さ
れ
た
り
、
武
家
や
商
家
に
お
い
て
「
家
訓
」
を
軸
に
年
少
者
の
育
成
が
行
わ
れ
た

り
、
と
い
っ
た
実
態
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
教
育
の
営
み
は
、
私
的
に
行

わ
れ
、
か
つ
対
象
者
が
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
近
代
と
は
異
な
る
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
「
藩
」
は
一
種
の
統
治
機

構
で
あ
っ
た
が
、「
藩
校
」
が
対
象
に
す
る
の
は
基
本
的
に
藩
士
の
子
弟
の
み
で
あ
っ
た
し
、「
寺
子
屋
」
は
特
に
江
戸
時

代
に
お
け
る
庶
民
の
基
礎
学
力
（
読
書
算
）
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
が
、「
寺
」
を
ベ
ー
ス
に
「
寺
子
」
を
指
導

Ⅰ

日
本
の
近
代
教
育
と
教
員
養
成
の
始
ま
り
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す
る
形
態
を
採
っ
て
お
り
、
地
域
差
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
教
え
て
い
た
者
の
多
く
は
僧
侶
で
あ
っ
た
。

日
本
に
お
け
る
近
代
学
校
制
度
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
八
月
の
「
学
制
」
を
端
緒
と
す
る
が
、
こ
れ
は
全
国
を
八

の
「
大
学
区
」、
二
五
六
の
「
中
学
区
」、
五
三
七
六
〇
の
「
小
学
区
」
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
区
に
「
大
学
校
」「
中

学
校
」「
小
学
校
」
を
各
一
校
設
置
す
る
と
い
う
骨
格
を
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
小
学
校
ハ
教
育
ノ
初
級
ニ
シ
テ
人

民
一
般
必
ス
学
ハ
ス
ン
ハ
ア
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
」
と
さ
れ
、
義
務
教
育
と
し
て
の
小
学
校
が
国
民
す
べ
て
に
行
き
わ
た

る
と
い
う
理
念
が
明
確
に
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
小
学
区
の
数
は
お
お
よ
そ
人
口
六
〇
〇
人
あ
た
り
小
学
校
一
校
に
相
当
し

て
い
た
。

制
度
と
し
て
の
学
校
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
国
民
す
べ
て
に
保
障
す
る
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
の
規
模
に
見
合
う
だ

け
の
学
校
教
育
の
担
い
手
＝
教
員
を
組
織
的
に
確
保
す
る
必
要
を
伴
う
。
最
初
の
師
範
学
校
は
明
治
五
年
九
月
に
旧
昌
平

坂
学
問
所
の
校
地
に
設
け
ら
れ
（
の
ち
の
東
京
師
範
学
校
―
東
京
高
等
師
範
学
校
）、
こ
れ
以
降
、
一
八
七
三
年
に
大
阪
と
仙

台
、
一
八
七
四
年
に
名
古
屋
・
広
島
・
長
崎
・
新
潟
と
、
お
お
よ
そ
各
大
学
区
に
一
つ
ず
つ
官
立
の
師
範
学
校
が
設
置
さ

れ
、
ま
た
一
八
七
四
年
一
一
月
に
は
東
京
に
官
立
の
女
子
師
範
学
校
（
の
ち
の
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
）
も
設
置
さ
れ
た
。

「
学
制
」
に
お
い
て
小
学
校
教
員
の
資
格
が
「
年
齢
二
十
歳
以
上
ニ
シ
テ
師
範
学
校
卒
業
免
状
或
ハ
中
学
免
状
ヲ
得
シ
モ

ノ
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
官
立
の
師
範
学
校
は
元
来
小
学
校
の
教
員
養
成
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
の
み
で
は
特
に
学
制
初
期
に
お
い
て
小
学
校
教
員
の
絶
対
量
が
不
足
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
、
特
に
小
学
校
の
教
員
供
給
の
量
的
な
面
を
支
え
た
の
が
、
各
府
県
に
設
け
ら
れ
た
教
員
対
象
の
さ
ま
ざ
ま

な
講
習
所
で
あ
る
。
東
京
に
お
い
て
は
、
一
八
七
三
年
四
月
に
内
幸
町
に
あ
っ
た
府
庁
構
内
に
教
則
講
習
所
が
開
設
さ
れ
、

学
制
初
期
の
小
学
校
の
現
職
教
員
（
ま
だ
師
範
学
校
が
整
備
さ
れ
る
以
前
、
養
成
教
育
を
受
け
な
い
ま
ま
教
職
に
あ
っ
た
前
近
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代
の
知
識
人
た
ち
）
を
対
象
に
、
文
字
通
り
小
学
教
則
（「
学
制
」
に
基
づ
い
て
明
治
五
年
九
月
に
発
布
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

の
講
習
を
行
い
、
教
育
内
容
と
教
育
方
法
を
共
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
小
学
教
則
講
習
所
は
そ
の
後
、
東
京
府
小

学
師
範
学
校
―
東
京
府
師
範
学
校
―
東
京
府
尋
常
師
範
学
校
等
、
名
称
を
変
え
て
は
い
る
が
、
現
在
の
東
京
学
芸
大
学
を

形
成
す
る
最
古
の
前
身
校
で
あ
る
。
東
京
学
芸
大
学
の
「
創
基
一
五
〇
年
」
は
こ
の
一
八
七
三
年
を
起
点
と
し
て
い
る
。

一
方
、
官
立
の
師
範
学
校
に
関
し
て
は
、
一
八
七
七
年
の
西
南
の
役
に
伴
う
財
政
難
の
た
め
に
翌
七
八
年
ま
で
に
六
校

が
廃
校
と
な
り
、
東
京
の
二
校
の
み
が
残
る
形
と
な
っ
た
。「
学
制
」
に
基
づ
い
て
各
大
学
区
に
官
立
の
師
範
学
校
を
置

い
て
小
学
校
教
員
の
養
成
を
行
う
と
い
う
当
初
の
計
画
は
わ
ず
か
数
年
で
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
小
学
校
教
員
の
養
成

は
も
っ
ぱ
ら
府
県
が
担
う
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
以
後
長
ら
く
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

2
　
　
近
代
日
本
の
教
員
養
成
を
読
み
解
く

「
官
立
」
と
「
府
県
立
」
─
教
員
養
成
の
二
層
構
造

「
学
制
」
に
お
い
て
は
中
学
教
員
の
資
格
に
つ
い
て
「
二
十
五
歳
以
上
ニ
シ
テ
大
学
免
状
ヲ
得
シ
モ
ノ
」
と
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
の
時
点
で
は
日
本
国
内
に
大
学
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
（
東
京
大
学
の
創
設
は
一
八
七
七
年
）、
中
等
学
校
の
教

員
養
成
を
組
織
的
に
行
う
機
関
と
し
て
最
初
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
東
京
師
範
学
校
（
官
立
）
に
一
八
七
五
（
明

治
八
）
年
に
お
か
れ
た
「
中
等
師
範
学
科
」
が
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
小
学
校
教
員
の
養
成
を
主
に
府
県
が
担
う
よ
う
に
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な
る
中
で
、
官
立
の
師
範
学
校
の
重
点
は
中
等
学
校
教
員
養
成
に
移
っ
て
い
く
（
の
ち
の
高
等
師
範
学
校
）。

一
方
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
学
制
」
に
お
い
て
小
学
教
員
の
資
格
は
「
年
齢
二
十
歳
以
上
ニ
シ
テ
師
範
学
校
卒
業
免

状
或
ハ
中
学
免
状
ヲ
得
シ
モ
ノ
」
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
師
範
学
校
が
「
中
学
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
日
本
に
お
い
て
は
、「
学
制
」
以
降
一
九
四
三
年
に
師
範
学
校
が
官
立
に
移
管
さ
れ
て
専
門
学
校

と
同
格
に
な
る
（
Ⅲ
章
参
照
）
ま
で
の
七
〇
年
あ
ま
り
、
小
学
校
の
教
員
養
成
は
府
県
立
の
中
等
教
育
レ
ベ
ル
の
師
範
学

校
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
基
本
と
な
っ
て
い
た
。
師
範
学
校
の
教
員
資
格
に
つ
い
て
も
、
旧
制
の
中
学
校
や
高
等
女
学
校
等

の
中
等
教
育
機
関
と
基
本
的
に
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
、
一
九
四
三
年
の
師
範
学
校
「
昇
格
」
以
降
も
続
い
た
）。

要
す
る
に
、
中
等
学
校
（
中
学
校
・
高
等
女
学
校
・
師
範
学
校
）
の
教
員
養
成
は
中
央
政
府
（
文
部
省
）
管
轄
の
高
等
教
育

機
関
（
大
学
）
や
中
等
後
教
育
機
関
（
高
等
師
範
学
校
・
専
門
学
校
等
）
で
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
初
等
学
校
（
小
学
校
・
幼

稚
園
）
の
教
員
養
成
は
地
方
政
府
（
府
県
）
管
轄
の
中
等
教
育
機
関
（
師
範
学
校
等
）
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
森
有
礼
文
政

期
の
一
八
八
六
年
に
出
さ
れ
た
勅
令
「
師
範
学
校
令
」
に
お
い
て
文
部
大
臣
が
管
理
す
る
高
等
師
範
学
校
（
経
費
は
国
庫

負
担
）
と
、
各
府
県
に
お
か
れ
る
尋
常
師
範
学
校
（
経
費
は
地
方
税
よ
り
支
出
）
と
の
二
系
統
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
そ
の
後
一
八
九
七
年
の
「
師
範
教
育
令
」
に
お
い
て
も
文
部
大
臣
の
管
理
す
る
「
高
等
師
範
学
校
」「
女
子
高
等
師
範

学
校
」（
師
範
学
校
・
尋
常
中
学
校
・
高
等
女
学
校
の
教
員
養
成
を
担
う
）
と
道
府
県
の
「
師
範
学
校
」（
小
学
校
教
員
養
成
を
担

う
）
と
し
て
基
本
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

検
定
試
験
や
臨
時
的
な
教
員
養
成
所
等
の
補
完
策
に
関
し
て
も
、
中
等
学
校
教
員
に
つ
い
て
は
文
部
省
、
初
等
学
校
教

員
に
つ
い
て
は
府
県
が
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
し
た
。
高
等
師
範
学
校
や
大
学
に
よ
る
養
成
で
は
量
的
に
不
足
し
た
中
等
学
校
教

員
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
管
轄
下
で
の
試
験
検
定
（
通
称
「
文
検
」
＝
ぶ
ん
け
ん
）
や
無
試
験
検
定
（
専
門
学
校
・
各
種
学
校
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図Ⅰ-1　学校系統図（1908年）（文部省編『学制百年史�資料編』1972、より作成）
注：マークした部分が師範学校にあたる。
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の
う
ち
高
等
師
範
学
校
に
準
ず
る
と
認
定
を
受
け
た
と
こ
ろ
の
卒
業
生
に
書
類
審
査
の
み
で
教
員
免
許
状
を
与
え
る
制
度
＝
現
在

の
一
般
大
学
で
の
課
程
認
定
の
制
度
的
な
原
基
）
が
全
国
規
模
で
行
わ
れ
た
の
に
対
し
、
小
学
校
教
員
の
供
給
に
つ
い
て
の

師
範
学
校
の
補
完
策
に
つ
い
て
は
府
県
ご
と
に
独
自
に
行
わ
れ
て
お
り
、
統
一
的
な
把
握
が
難
し
い
。

「
学
芸
の
教
師
」
と
「
方
法
の
教
師
」
─
教
師
像
の
問
題

一
八
九
七
年
の
「
師
範
教
育
令
」
の
時
点
で
、
師
範
学
校
の
入

学
資
格
は
高
等
小
学
校
卒
業
以
上
、
高
等
師
範
学
校
・
女
子
高
等

師
範
学
校
の
入
学
資
格
は
中
学
校
・
高
等
女
学
校
・
師
範
学
校
卒

業
以
上
、
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
制
度
設
計
は
、
多
く
の
国
・
地
域
に
共
通
し
て
い
た
。

「
タ
ッ
パ
ン
の
法
則
」
と
呼
ば
れ
る
考
え
方
―
一
八
五
六
年
に
ミ
シ

ガ
ン
大
学
の
総
長
タ
ッ
パ
ン
（T

appan,�H
.

）
の
行
っ
た
演
説
の
中

で
述
べ
ら
れ
た
「
教
師
は
自
分
の
教
え
る
学
校
よ
り
も
一
段
高
い

学
校
の
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
―
が
近
代
初
期
に
お

い
て
は
広
汎
に
通
用
し
て
お
り
、
初
等
教
員
養
成
は
中
等
教
育
レ

ベ
ル
、
中
等
教
員
養
成
は
中
等
後
教
育
も
し
く
は
高
等
教
育
レ
ベ

ル
、
と
い
う
棲
み
分
け
が
少
な
く
と
も
近
代
初
期
に
お
い
て
は
一

（学芸の教師） （方法の教師）

師
範
学
校

初
等
学
校

中
等
学
校

大
学

図Ⅰ-2　同系繁殖の構図
（船寄俊雄『近代日本中等教員養成論争史論』1998、をもとに作成）
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般
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
養
成
さ
れ
る
教
師
像
に
も
影
響
し
て
い
る
。
近
代
教
育
制
度
の
中
で
、
共
通
の
初
等
教
育
の
後
、
中
等

学
校
レ
ベ
ル
の
師
範
学
校
に
進
ん
だ
者
が
初
等
学
校
の
教
員
と
な
り
、
普
通
中
等
教
育
（
日
本
で
言
え
ば
旧
制
の
中
学
校
や

高
等
女
学
校
）
に
進
ん
だ
者
が
そ
の
後
高
等
教
育
を
経
て
中
等
学
校
の
教
員
と
な
る
、
と
い
う
同
系
繁
殖
的
な
構
図
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。
教
員
養
成
史
家
で
あ
る
船
寄
俊
雄
の
整
理
に
よ
れ
ば
（『
近
代
日
本
中
等
教
員
養
成
論
争
史
論
』
一
九
九
八

年
）、
中
等
学
校
の
教
員
は
大
学
等
の
高
等
教
育
機
関
で
学
識
を
ベ
ー
ス
に
養
成
さ
れ
（
学
芸
の
教
師
）、
一
方
初
等
学
校

の
教
員
は
師
範
学
校
に
お
い
て
教
育
方
法
へ
の
習
熟
を
ベ
ー
ス
に
養
成
さ
れ
る
（
方
法
の
教
師
）、
と
い
う
分
化
が
生
じ
た

の
で
あ
る
（
図
Ⅰ
―

2
参
照
）。

女
子
師
範
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

「
学
制
」
当
初
に
お
い
て
は
、「
小
学
教
員
ハ
男
女
ヲ
論
セ
ス
」
と
さ
れ
て
お
り
、
小
学
教
則
講
習
所
を
改
組
転
換
し
た

東
京
府
小
学
師
範
学
校
に
お
い
て
も
、
一
八
七
六
年
よ
り
女
子
の
師
範
生
の
募
集
を
始
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
翌

一
八
七
七
年
よ
り
女
子
の
募
集
を
停
止
し
た
結
果
、
そ
の
後
一
九
〇
〇
年
に
東
京
府
女
子
師
範
学
校
が
創
設
さ
れ
る
ま

で
、
小
学
校
の
女
性
教
員
の
養
成
に
特
化
し
た
教
育
機
関
が
な
い
状
態
が
続
い
た
。
こ
の
間
の
東
京
府
に
お
け
る
小
学
校

の
女
性
教
員
の
供
給
は
府
の
行
う
検
定
試
験
の
合
格
者
や
、
府
立
高
等
女
学
校
（
一
八
八
八
年
創
設
。
の
ち
の
府
立
第
一
高

等
女
学
校
―
現
・
都
立
白
鴎
高
等
学
校
）
の
師
範
科
（
補
習
科
）
な
ど
に
依
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
東
京
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
近
代
初
期
に
お
い
て
は
、
女
性
教
員
の
組
織
的
な
養
成
は
男
性
教
員
の
そ
れ
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に
比
べ
て
遅
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

教
職
は
、
日
本
に
お
い
て
も
近
代
の
比
較
的
早
い
時
期
か
ら

女
性
に
開
か
れ
た
専
門
職
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
図
Ⅰ
―

3

に
見
る
よ
う
に
、
近
代
初
期
に
お
け
る
小
学
校
教
員
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
バ
ラ
ン
ス
は
圧
倒
的
に
男
性
優
位
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

教
育
制
度
が
整
え
ら
れ
た
初
期
に
教
員
と
な
っ
た
の
が
主
に
武

士
や
僧
侶
と
い
っ
た
、
前
近
代
の
教
育
を
担
っ
た
男
性
の
知
識

人
層
に
偏
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
上
述
の
よ
う
に
、
女
性
を

対
象
と
し
た
教
員
養
成
機
関
（
女
子
師
範
学
校
）
の
整
備
が
男
性

の
そ
れ
に
比
べ
て
遅
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ

る
。
こ
の
図
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
小
学
校
の
女
性
教
員
が

数
の
上
で
男
性
教
員
を
上
回
る
の
は
、
男
性
の
多
く
が
兵
役
に

就
い
た
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
東

京
府
女
子
師
範
学
校
の
創
設
に
先
立
っ
て
府
立
高
等
女
学
校
に

師
範
科
が
お
か
れ
て
小
学
校
の
教
員
養
成
が
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
に
、
小
学
校
の
女
性
教
員
の
供
給
は
、
師
範
学
校
以
外
に
高

等
女
学
校
等
の
他
の
中
等
教
育
機
関
が
担
っ
た
部
分
が
男
性
の

そ
れ
に
比
べ
て
大
き
か
っ
た
。

0
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15

20

25

30

35

40

1875 80 85 90 95 1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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図Ⅰ-3　小学校の教員数（男女別：文部省『学制百年史　資料編』1972、より作成）
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壺
井
栄
の
小
説
『
二
十
四
の
瞳
』（
一
九
五
二
）
の
主
人
公
・
大
石
久
子
は
一
九
二
八
年
に
岬
分
教
場
に
着
任
し
て
い
る

が
、
そ
こ
で
彼
女
は
「
女
学
校
の
師
範
科
を
出
た
正
教
員
の
ば
り
ば
り
」
と
描
か
れ
て
お
り
、
対
し
て
前
任
者
は
島
内
の

女
学
校
（
香
川
県
立
小
豆
島
高
等
女
学
校
＝
現
・
小
豆
島
中
央
高
等
学
校
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
）
を
卒
業
し
た
準
教
員
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
当
時
の
小
学
校
の
教
員
資
格
に
は
「
正
教
員
」
と
「
準
教
員
」
が
あ
っ
た
こ
と
、「
正
教
員
」

に
な
る
ル
ー
ト
は
女
性
の
場
合
、
女
子
師
範
学
校
経
由
以
外
に
（
高
等
）
女
学
校
の
「
師
範
科
」
が
あ
っ
た
こ
と
（
し
か
も

得
ら
れ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
は
師
範
学
校
卒
業
と
同
格
で
あ
っ
た
こ
と
）、
な
ど
が
読
み
取
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
当
時
香
川
県
内

の
「
女
学
校
」
で
師
範
科
を
併
設
し
て
い
た
の
は
私
立
明
善
高
等
女
学
校
（
現
・
英
明
高
等
学
校
）
の
み
で
あ
り
、
こ
こ
が

大
石
の
母
校
の
モ
デ
ル
と
目
さ
れ
て
い
る
。
女
性
に
と
っ
て
、
小
学
校
の
本
科
正
教
員
と
な
る
に
は
、
女
子
師
範
学
校

（
後
述
す
る
一
部
・
二
部
）
を
卒
業
す
る
ル
ー
ト
の
ほ
か
、
高
等
女
学
校
に
併
設
さ
れ
た
「
補
習
科
」「
専
攻
科
」「
師
範
科
」

等
を
経
由
す
る
も
の
も
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

女
子
師
範
学
校
は
、
高
等
女
学
校
等
の
他
の
中
等
教
育
機
関
と
同
様
に
府
県
の
教
育
行
政
の
管
轄
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

女
性
の
小
学
校
教
員
を
養
成
す
る
ル
ー
ト
に
お
い
て
女
子
師
範
学
校
に
ど
の
程
度
の
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
か
に
つ
い
て
は
地

域
差
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
北
海
道
に
お
い
て
は
女
子
を
対
象
と
し
た
師
範
学
校
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
（
札
幌
・

函
館
・
旭
川
に
設
け
ら
れ
た
師
範
学
校
は
い
ず
れ
も
男
子
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
、
女
子
部
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
）、
女
子

の
小
学
校
本
科
正
教
員
の
養
成
は
基
本
的
に
高
等
女
学
校
の
専
攻
科
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

東
京
の
場
合
は
、
東
京
府
師
範
学
校
が
青
山
に
移
転
し
た
後
、
一
九
〇
〇
年
に
そ
の
跡
地
（
竹
早
校
地
）
に
東
京
府
第

二
高
等
女
学
校
（
現
・
東
京
都
立
竹
早
高
等
学
校
）
が
、
東
京
府
女
子
師
範
学
校
に
併
設
さ
れ
る
形
で
創
設
さ
れ
て
い
る
。

高
等
女
学
校
と
女
子
師
範
学
校
は
別
個
の
府
立
学
校
で
は
あ
っ
た
が
、
両
校
の
校
長
は
同
一
人
物
が
兼
務
し
、
校
地
も
共
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有
し
て
い
た
（
こ
の
校
地
の
共
有
は
戦
後
も
、
東
京
学
芸
大
学
附
属
竹
早
中
学
校
と
東
京
都
立
竹
早
高
等
学
校
が
上
下
階
を
使
い

分
け
る
形
で
一
九
六
八
年
ま
で
続
い
た
）。
ま
た
府
立
第
二
高
等
女
学
校
に
も
補
習
科
（
の
ち
一
九
四
三
年
か
ら
専
攻
科
）
が
お

か
れ
、
高
等
女
学
校
の
本
科
を
卒
業
し
た
教
職
志
望
者
に
女
子
師
範
学
校
の
教
員
が
補
習
を
提
供
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
初
期
に
お
け
る
小
学
校
の
女
性
教
員
の
養
成
は
、
府
県
の
教
育
行
政
が
管
轄
す
る
と
こ
ろ
の
女
子

の
中
等
教
育
機
関
＝
師
範
学
校
と
高
等
女
学
校
が
並
立
・
錯
綜
す
る
形
で
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

女
子
師
範
・
高
等
女
学
校
と
幼
児
教
育

近
代
初
期
の
中
等
教
育
に
お
い
て
は
、
男
女
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
別
立
て
で
あ
っ
た
（
日
本
の
場
合
、
こ
の
「
別
立
て
」

は
一
九
八
九
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
基
づ
く
高
等
学
校
に
お
け
る
家
庭
科
の
男
女
共
修
化
ま
で
続
い
た
）。
一
九
〇
一
年
に

制
定
さ
れ
た
中
学
校
令
施
行
規
則
と
高
等
女
学
校
令
施
行
規
則
と
を
見
比
べ
て
み
る
と
、「
法
制
及
経
済
」
は
中
学
校
に

あ
っ
て
高
等
女
学
校
に
は
な
く
、
逆
に
「
家
事
」「
裁
縫
」「
教
育
」「
手
芸
」
は
高
等
女
学
校
に
あ
っ
て
中
学
校
に
は
な

い
。
ま
た
中
学
校
の
「
博
物
」「
物
理
及
化
学
」
は
高
等
女
学
校
で
は
「
理
科
」
と
括
ら
れ
、
中
学
校
の
「
国
語
及
漢
文
」

が
高
等
女
学
校
で
は
単
に
「
国
語
」
と
な
っ
て
い
る
な
ど
の
異
同
も
あ
る
。
大
き
な
違
い
は
、
現
在
の
家
庭
科
に
お
お
む

ね
相
当
す
る
「
家
事
」「
裁
縫
」「
教
育
」「
手
芸
」
が
女
子
の
中
等
教
育
に
お
い
て
の
み
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。

師
範
学
校
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
「
教
育
」
は
男
女
に
共
通
し
て
い
た
も
の
の
、「
家
事
」「
裁
縫
」
は
も
っ
ぱ
ら

女
子
師
範
学
校
で
の
み
教
授
さ
れ
て
い
た
。

小
学
校
に
関
し
て
は
、
近
代
初
期
の
担
い
手
の
多
く
は
男
性
教
員
で
、
男
性
教
員
の
養
成
の
た
め
の
師
範
学
校
も
整
備
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さ
れ
た
が
、
就
学
前
教
育
（
幼
稚
園
）
の
担
い
手
が
女
子
師
範
学
校
と
高
等
女
学
校
に
お
い
て
も
っ
ぱ
ら
養
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
近
代
初
期
の
状
況
を
背
景
と
し
て
い
る
。

近
代
日
本
に
お
け
る
幼
稚
園
教
員
養
成
の
始
ま
り
は
、
官
立
の
東
京
女
子
師
範
学
校
（
一
八
七
四
年
創
設
）
に
附
属
幼

稚
園
（
現
・
お
茶
の
水
女
子
大
学
附
属
幼
稚
園
）
が
一
八
七
七
年
に
設
け
ら
れ
、
翌
一
八
七
八
年
よ
り
幼
稚
園
保
姆
練
習
科

が
お
か
れ
た
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
小
学
校
教
員
の
場
合
と
同
様
に
、
幼
稚
園
教
員
の
養
成
は
官
立
の
師
範

学
校
よ
り
は
府
県
立
の
中
等
教
育
機
関
に
ウ
エ
イ
ト
を
移
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
女
子
師
範
学
校
や
高
等
女
学
校
に

附
属
幼
稚
園
が
設
置
さ
れ
、
幼
児
教
育
の
担
い
手
の
養
成
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東
京
府
女
子
師
範
学
校
に
は
、

一
九
〇
四
年
に
附
属
幼
稚
園
（
現
在
の
東
京
学
芸
大
学
附
属
幼
稚
園
竹
早
園
舎
）
が
お
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
男

子
を
対
象
と
す
る
師
範
学
校
が
幼
稚
園
教
員
の
養
成
を
担
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
近
代
初
期
の
中
等
教
育
に
お
い
て
は
、
①
男
子
を
対
象
と
し
た
機
関
の
整
備
が
女
子
の
そ
れ
に

先
ん
じ
た
、
②
幼
児
教
育
の
担
い
手
の
養
成
に
つ
い
て
は
女
子
を
対
象
と
し
た
中
等
教
育
機
関
が
担
っ
た
、
と
い
っ
た
性

差
が
あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
中
学
校
と
高
等
女
学
校
、（
男
子
）
師
範
学
校
と
女
子
師
範
学
校
の
間
に
は
修
業
年
限
の
差

が
設
け
ら
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
経
緯
は
、
実
は
戦
後
の
「
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
」
の
始
ま
り
に
も

投
影
さ
れ
て
い
る
。

創
設
当
初
の
東
京
学
芸
大
学
学
芸
学
部
の
教
育
組
織
は
甲
類
（
初
等
教
育
学
科
）・
乙
類
（
中
等
教
育
学
科
）・
丙
類
（
幼
稚

園
教
育
学
科
）
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
甲
類
・
乙
類
に
つ
い
て
は
一
部
（
四
年
制
の
学
士
課
程
）
と
二
部
（
短
期
大
学
レ
ベ
ル

の
二
年
制
課
程
）
の
双
方
が
設
置
さ
れ
た
の
に
対
し
、
丙
類
は
二
年
制
課
程
の
み
が
、
旧
第
一
師
範
女
子
部
と
附
属
幼
稚

園
の
お
か
れ
て
い
た
竹
早
校
舎
に
設
け
ら
れ
た
。
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こ
の
二
年
課
程
は
一
九
五
五
年
に
廃
止
さ
れ
、
四
年
制
の
学
士
課
程
に
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
東
京
学
芸
大
学

に
お
け
る
幼
稚
園
教
員
養
成
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、
学
士
レ
ベ
ル
の
「
大
学
に
お
け
る
教
員
養
成
」
へ
の
参
画
は
数
年

遅
れ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

師
範
学
校
の
「
一
部
」「
二
部
」

東
京
府
師
範
学
校
・
同
女
子
師
範
学
校
に
続
き
、
東
京
府
内
三
校
目
の
師
範
学
校
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
の
は

一
九
〇
八
年
一
一
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
府
内
第
三
の
師
範
学
校
は
北
豊
島
郡
巣
鴨
村
字
池
袋
に
位
置
し
て
い
た
こ
と

か
ら
東
京
府
豊
島
師
範
学
校
と
さ
れ
、
従
前
の
東
京
府
師
範
学
校
は
そ
の
校
地
の
地
名
を
付
し
て
東
京
府
青
山
師
範
学
校

と
改
称
し
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
師
範
学
校
の
増
設
は
、
一
九
〇
七
年
の
小
学
校
令
改
正
に
よ
っ
て
尋
常
小
学
校
の
修

業
年
限
が
四
年
か
ら
六
年
に
延
長
さ
れ
た
（
義
務
教
育
年
限
が
延
長
さ
れ
た
）
こ
と
に
伴
っ
て
小
学
校
教
員
の
需
要
が
増
し

た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。

一
九
〇
七
年
の
師
範
学
校
規
程
は
、
師
範
学
校
の
入
学
資
格
を
男
女
と
も
に
揃
え
た
こ
と
、
お
よ
び
師
範
学
校
の
本
科

を
「
第
一
部
」「
第
二
部
」
に
区
分
し
た
こ
と
、
の
二
点
を
大
き
な
特
徴
と
す
る
。
概
要
は
以
下
の
と
お
り
。

［
第
一
部
］

�

入
学
資
格
：
高
等
小
学
校
（
三
年
制
）
卒
業
／
高
等
小
学
校
（
二
年
制
）
卒
業
後
予
備
科
一
年
修
了

�

修
業
年
限
：
四
年
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［
第
二
部
］

�
入
学
資
格
：
中
学
校
卒
業
／
高
等
女
学
校
卒
業

�
修
業
年
限
：
一
年
（
中
学
校
・
五
年
制
高
等
女
学
校
卒
業
）
／
二
年
（
四
年
制
高
等
女
学
校
卒
業
）

こ
こ
で
、
中
学
校
・
高
等
女
学
校
か
ら
師
範
学
校
に
進
ん
で
小
学
校
教
員
に
な
る
ル
ー
ト
が
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
で
、

図
Ⅰ
―

2
に
示
し
た
同
系
繁
殖
の
構
図
が
日
本
で
は
部
分
的
に
崩
れ
た
と
も
み
ら
れ
る
。
中
学
校
卒
業
者
に
と
っ
て
、
そ

こ
か
ら
大
学
や
専
門
学
校
に
進
ん
で
中
等
学
校
の
教
員
に
な
る
ル
ー
ト
と
並
ん
で
、
師
範
学
校
第
二
部
に
進
ん
で
小
学
校

の
教
員
に
な
る
ル
ー
ト
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
入
学
資
格
と
修
業
年
限
に
つ
い
て
は
そ
の

後
に
た
び
た
び
変
更
が
な
さ
れ
る
が
、
一
九
三
一
年
の
師
範
学
校
規
程
改
正
以
後
一
九
四
三
年
ま
で
の
間
は
、
第
一
部
は

高
等
小
学
校
（
二
年
制
）
卒
業
者
を
対
象
と
し
た
五
年
制
、
第
二
部
は
中
学
校
・
高
等
女
学
校
（
五
年
制
）
卒
業
者
を
対
象

と
し
た
二
年
制
、
に
一
本
化
さ
れ
、
い
ず
れ
も
義
務
教
育
修
了
後
七
年
の
課
程
を
原
則
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
部
は
、
小
学
校
教
員
の
量
的
確
保
と
あ
わ
せ
て
質
的
な
向
上
策
と
し
て
設
置
さ
れ
た
側
面
も
あ
っ
た
。
こ
の
事
情

に
つ
い
て
、
一
九
〇
七
年
の
規
程
と
同
時
に
出
さ
れ
た
文
部
省
訓
令
は
、
中
学
校
や
高
等
女
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て

「
従
来
此
等
ノ
学
校
卒
業
者
ニ
シ
テ
小
学
校
ノ
教
員
タ
ル
者
尠
カ
ラ
ス
ト
雖
教
授
訓
練
ニ
関
ス
ル
知
識
技
能
未
タ
十
分
ナ

ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
す
る
一
方
で
、
補
完
的
な
養
成
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
「
地
方
ニ
ヨ
リ
テ
ハ
短
期
ノ
講
習
科
ヲ
設
ク

ル
モ
ノ
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス
而
モ
其
ノ
期
間
、
学
科
目
、
教
授
時
数
ノ
如
キ
正
教
員
養
成
ノ
機
関
ト
シ
テ
ハ
頗
ル
不
完
全
タ
ル

ヲ
免
レ
ス
」
と
そ
の
質
的
な
低
さ
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
東
京
府
青
山
師
範
学
校
で
は
一
九
〇
八
年
か
ら
、
女
子
師
範
学
校
と
豊
島
師
範
学
校
で
は
一
九
一
一
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年
か
ら
、
中
学
校
や
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
者
を
対
象
と
し
た
第
二
部
の
授
業
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後

一
九
三
八
年
に
東
京
府
大
泉
師
範
学
校
が
設
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
初
よ
り
第
二
部
だ
け
の
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
て

い
る
。
第
二
部
の
み
の
師
範
学
校
の
設
置
は
全
国
初
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

師
範
学
校
の
第
一
部
・
第
二
部
の
併
存
状
況
は
三
〇
年
あ
ま
り
続
き
、
そ
の
後
一
九
四
三
年
の
師
範
教
育
令
改
正
に

よ
っ
て
す
べ
て
の
師
範
学
校
が
道
府
県
立
か
ら
官
立
に
移
管
さ
れ
、
中
学
校
・
高
等
女
学
校
卒
業
を
入
学
の
基
礎
資
格
と

す
る
三
年
制
の
専
門
学
校
程
度
に
昇
格
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
も
師
範
学
校
に
は

国
民
学
校
高
等
科
卒
業
者
を
対
象
と
し
た
三
年
制
の
予
科
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
第
一
部
に
相
当
す
る
ル
ー

ト
は
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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